
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
策
定 

（
地
域
復
興
支
援
課
）　

　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　

　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　

　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
二
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

三

〇
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
建
設
業
者
の
申
出 

（
事
業
管
理
課
）　

　

四

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

四

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

五

 
人
事
委
員
会

〇
第
六
十
三
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
の
実
施 

五

〇
第
六
十
三
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）
及
び
第
七
十
回
宮
城

　

県
職
員
採
用
試
験
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）
の
実
施 

五

〇
第
八
十
二
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施 

五

〇
第
八
十
三
回
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施 

五

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

六

 
公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

　

の
実
施 

九

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
区
域
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名　
　

称

仙
台
市

石
巻
市

気
仙
沼
市

白
石
市

名
取
市

大
崎
市

柴
田
町

川
崎
町

調　
　
　
　

査　
　
　
　

区　
　
　
　

域

泉
区
上
谷
刈
字
向
原
等
七
単
位
区
域

泉
区
上
谷
刈
字
向
原
等
七
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

水
押
一
丁
目
等
七
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

蔵
底
の
一
部
等
八
単
位
区
域

本
吉
町
上
川
内
の
一
部
一
単
位
区
域

本
吉
町
上
川
内
の
一
部
等
二
単
位
区
域

蔵
底
の
一
部
等
八
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

本
吉
町
上
川
内
の
一
部
一
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

斎
川
字
粟
餅
等
四
十
五
単
位
区
域
、
斎
川
字
当
町
頭
等
二
単
位
区
域

斎
川
字
安
如
等
七
十
七
単
位
区
域
、
斎
川
字
西
姥
神
等
六
単
位
区
域

大
平
中
目
字
穴
田
前
等
三
十
一
単
位
区
域
、
大
平
中
目
字
灰
場
等
八
単
位
区
域

越
河
五
賀
字
荻
久
保
等
四
十
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

斎
川
字
西
山
等
一
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

斎
川
字
当
町
頭
等
二
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

斎
川
字
粟
餅
等
四
十
五
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

高
舘
川
上
字
西
薬
師
一
単
位
区
域

愛
島
笠
島
字
五
社
山
等
七
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

高
舘
川
上
字
西
薬
師
一
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

愛
島
笠
島
字
洞
谷
山
等
九
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

古
川
清
滝
字
向
山
等
三
単
位
区
域
、
古
川
清
水
沢
字
新
按
沢
等
二
単
位
区
域

古
川
北
宮
沢
字
二
反
田
等
三
単
位
区
域

古
川
北
宮
沢
字
二
反
田
等
三
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

古
川
北
宮
沢
字
朴
木
欠
丙
等
三
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

成
田
字
三
谷
等
五
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

大
字
今
宿
字
薬
師
堂
等
一
部
三
単
位
区
域
、
大
字
今
宿
字
岩
下
山
の
一
部
区
域

大
字
川
内
字
芋
ノ
窪
等
三
単
位
区
域
、
大
字
今
宿
字
坊
主
沢
山
等
一
部
二
単
位
区
域

大
字
今
宿
字
小
屋
沢
山
の
一
部
区
域
、
大
字
川
内
字
朴
木
山
の
一
部
区
域

大
字
川
内
字
柳
生
川
山
区
域
、
大
字
川
内
字
朴
木
山
の
一
部
区
域

川
内
字
柳
生
川
等
五
単
位
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

今
宿
字
寺
ノ
沢
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）



二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
の
辞
退

が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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川
内
字
朴
木
山
の
一
部
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

川
内
字
柳
生
川
山
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

川
内
字
朴
木
山
の
一
部
区
域
（
座
標
変
換
及
び
検
証
測
量
）

名　
　
　

称

ま
だ
ら
め
内
科
医
院

清
宮
眼
科
医
院

大
島
調
剤
薬
局

ひ
の
で
薬
局

な
で
し
こ
薬
局
ま
す
ざ
わ

ア
ク
ト
調
剤
薬
局

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
蛇
田
字
東
道
下
百
十
六－

一

加
美
郡
加
美
町
字
大
門
五
十－

一

気
仙
沼
市
高
井
二
百
十
五－

二

加
美
郡
加
美
町
字
大
門
四
十
九－

一

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
枡
沢
九
十－

一

塩
竈
市
藤
倉
二
丁
目
十
六－

三
十
一

指

定

年

月

日

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

変

更

年

月

日

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

西
村
歯
科
医
院

桃
豊
イ
ン
タ
ー
歯
科

ア
ー
ト
調
剤
薬
局

石
巻
市
桃
生
町
中
津
山
字
八
木
百
六
十
一

－

四
石
巻
市
桃
生
町
城
内
字
東
嶺
二
百
六－

一

塩
竈
市
東
玉
川
町
二－

二
十
五

塩
竈
市
東
玉
川
町
二－

十
三

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

平
成
二
十
四
年
三
月
十
九
日

名　
　
　

称

有
限
会
社
サ
ン
薬
局

所　
　

在　
　

地

多
賀
城
市
山
王
字
中
山
王
二
十
三－

十
一

辞

退

年

月

日

平
成
二
十
四
年
三
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
五
一
四
〇
〇
二
三
八

〇
四
五
一
四
〇
〇
二
四
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

障
害
児
デ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
こ
ど
も
の
広
場

東
松
島
市
矢
本
字
道
地

浦
百
三
十
九－

一

障
害
児
デ
イ
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
こ
ど
も
の
広
場

東
松
島
市
矢
本
字
道
地

浦
百
三
十
九－

一

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類

児
童
発
達
支
援
・

保
育
所
等
訪
問
支

援放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

社
会
福
祉
法
人

矢
本
愛
育
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
長
峯
一
一
の
八
、
一
二
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
長
峯
一
一
の
八
・
一
二
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（3）　 平成24年４月27日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2352号　　 

〇
四
五
二
七
〇
〇
五
二
九

〇
四
五
五
一
〇
一
六
四
二

〇
四
五
五
三
〇
〇
七
九
八

〇
四
五
五
四
〇
一
二
一
六

〇
四
五
五
五
〇
一
〇
〇
七

児
童
発
達
支
援
ふ
わ
り

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字

上
童
子
沢
二
十
一

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
ふ
わ
り

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字

上
童
子
沢
二
十
一

み
つ
ば
ち

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字

横
前
一
番
地
の
一

オ
リ
ザ

仙
台
市
若
林
区
上
飯
田

一
丁
目
十
七
番
五
十
八

号ミ
ン
ト

仙
台
市
太
白
区
山
田
本

町
三
番
二
十
号

さ
ん
し
ょ

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東

一
丁
目
十
九
番
十
八
号

児
童
発
達
支
援

放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

児
童
発
達
支
援

児
童
発
達
支
援

児
童
発
達
支
援

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

陽
光
福
祉
会

社
会
福
祉
法
人

つ
ど
い
の
家

社
会
福
祉
法
人

つ
ど
い
の
家

社
会
福
祉
法
人

つ
ど
い
の
家

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
二
七
〇
〇
四
八
六

〇
四
一
五
一
〇
一
三
三
六

〇
四
一
五
三
〇
〇
六
六
四

〇
四
一
五
四
〇
一
〇
三
三

〇
四
一
五
五
〇
〇
八
八
三

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

生
活
介
護
ふ
わ
り

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字

上
童
子
沢
二
十
一

み
つ
ば
ち

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字

横
前
一
番
地
の
一

オ
リ
ザ

仙
台
市
若
林
区
上
飯
田

一
丁
目
十
七
番
五
十
八

号ミ
ン
ト

仙
台
市
太
白
区
山
田
本

町
三
番
二
十
号

さ
ん
し
ょ

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

生
活
介
護

生
活
介
護

生
活
介
護

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
社
会
福

祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

陽
光
福
祉
会

社
会
福
祉
法
人

つ
ど
い
の
家

社
会
福
祉
法
人

つ
ど
い
の
家

社
会
福
祉
法
人

つ
ど
い
の
家

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

一
丁
目
十
九
番
十
八
号

実
施
年
月
日

平
成
二
十
四
年

六
月
十
二
日

　

同
六
月
十
四
日

　

同
六
月
十
八
日

　

同
六
月
十
八
日

　

同
六
月
十
九
日

実　

施　

区　

域

色

麻

町

女

川

町

加

美

町

加

美

町

加

美

町

全

域

全

域

宮

崎

小

野

田

中

新

田

検
査
受
付
時
間

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

実

施

の

場

所

色
麻
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

女
川
町
総
合
体
育
館

加
美
町
役
場
宮
崎
支
所

加
美
町
小
野
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

加
美
町
中
新
田
公
民
館



�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
並
び
に
白
石
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

白
石
市
小
原
字
蝦
夷
倉
一
の
六
、
一
の
一
九

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
並
び
に
白
石
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号

　

次
の
建
設
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
い
と
き
は
、
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ

る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

建
設
業
者
の
商
号
又
は
名
称
等

二　

申
出
先

　
　

宮
城
県
土
木
部
事
業
管
理
課
建
設
業
振
興
・
指
導
班

　
　

所
在
地　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

電
話　

〇
二
二－

二
一
一－

三
一
一
六
（
直
通
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

一
一
三
号

三　

道
路
の
区
域

第2352号　平成24年４月27日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
可
野
企

画
開
発

可
野　

紀
一

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

登
米
市
南
方
町
照
井
二
百

六
十
番
地
の
一

建

設

業

許

可

番

号

般－

二
十

第
一
万
五
千
三

百
八
号

許
可
し
て
い
る

建
設
業
の
種
類

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

管
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

建

設

業

許

可

年

月

日

平
成
二
十
年

十
二
月
二
十
五
日

変

更

の

区

間

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
字
松
原
一
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
字
諏
訪
原
二
四
番
四
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

七
・
五
〜

 

一
二
・
一

　

九
・
六
〜一
二
・
二

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
三
九
・
〇

二
三
九
・
〇



〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

蔵
王
川
崎
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
二
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル

　

２　

名
称　

第
３
号　

仙
台
港
流
通
タ
ー
ミ
ナ
ル

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
三
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

小
田
原
四
丁
目
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

人
事
委
員
会

〇
第
六
十
三
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
を
別
冊
そ
の
一
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
第
六
十
三
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）
及
び
第
七
十
回
宮
城
県
職
員
採
用
試
験
（
高
等
学
校

卒
業
程
度
）
を
別
冊
そ
の
二
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
第
八
十
二
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
を
別
冊
そ
の
三
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
第
八
十
三
回
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
を
別
冊
そ
の
四
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

 
監
査
委
員
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変

更

の

区

間

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
裏
丁
八
二
番
四
地
先

か
ら

同
郡
同
町
大
字
前
川
字
伊
勢
原
五
番
五
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

六
・
八
〜

 

一
〇
・
〇

　

六
・
八
〜一
一
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
三
五
・
〇

二
三
五
・
〇
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
４
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
等
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
24年

４
月
27日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
藤
　
　
俊
　
　
威
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
菅
　
　
間
　
　
　
　
　
進
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
24年

２
月
24日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
24年

３
月
30日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
�
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

140,621,211円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

420,928,048円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

561,549,259円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

180,003,959円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

382,157,987円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

562,161,946円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
管
内
市
町
と
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
を
開
催
し
，
滞
納
縮
減
に
係
る
諸
課
題
に

つ
い
て
，
検
討
及
び
情
報
交
換
を
行
っ
た
。
ま
た
，
希
望
す
る
市
町
に
対
し
，
共
同
催
告
，
地
方
税
法
第
48条

直
接
徴
収
及
び
特
別
徴
収
未
実
施
業
者
へ
の
働
き
か
け
を
実
施
し
た
。

　
個
人
県
民
税
を
除
く
税
目
に
つ
い
て
は
，
被
災
し
た
滞
納
者
に
配
慮
し
つ
つ
，
被
災
の
な
い
滞
納
者
に
あ
っ

て
は
，
早
期
に
滞
納
処
分
を
執
行
す
る
た
め
，
不
動
産
及
び
各
種
債
権
等
の
調
査
を
速
や
か
に
実
施
し
た
。

　
滞
納
処
分
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
，
震
災
の
影
響
で
現
年
度
分
の
課
税
時
期
が
ず
れ
込
ん
だ
こ
と
も
あ
り
，

滞
納
繰
越
分
を
中
心
に
預
貯
金
や
生
命
保
険
解
約
返
戻
金
等
の
債
権
を
中
心
に
積
極
的
な
差
押
え
を
実
施
し

た
。

　
な
お
，
滞
納
額
の
10％

を
占
め
る
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
，
よ
り
一
層
の
徹
底
し
た
財
産
調
査
を
実
施
し
，

効
率
的
・
効
果
的
な
差
押
え
を
実
施
し
滞
納
額
縮
減
に
努
め
た
。

　
�
　
北
部
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

221,797,235円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

495,638,217円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

717,435,452円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

195,364,471円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

458,334,636円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

653,699,107円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
東
日
本
大
震
災
の
影
響
が
続
く
中
，
平
成
23年

度
の
税
収
確
保
は
極
め
て
厳
し
い
状
況
下
に
あ
る
が
，
収
入

未
済
の
解
消
に
向
け
て
は
，
平
成
23年

度
県
税
滞
納
額
縮
減
方
針
に
基
づ
き
，
以
下
の
と
お
り
徴
収
対
策
を
講

じ
た
。

　
　
　
１
　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て

　
滞
納
額
縮
減
に
有
効
で
あ
る
特
別
徴
収
義
務
者
の
一
斉
指
定
を
管
内
市
町
に
働
き
か
け
，
大
崎
市
が
平
成

25年
度
か
ら
の
一
斉
指
定
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。
同
市
が
計
画
ど
お
り
実
施
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
と

と
も
に
，
管
内
他
町
に
も
引
き
続
き
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
地
方
税
法
第
48条

の
県

に
よ
る
直
接
徴
収
は
，
前
年
度
に
引
き
続
き
加
美
町
か
ら
引
継
ぎ
が
あ
り
，
前
年
度
を
上
回
る
徴
収
実
績
を

挙
げ
た
。
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２
　
自
動
車
税
に
つ
い
て

　
現
年
度
分
の
納
期
限
が
，
例
年
よ
り
５
か
月
遅
れ
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
，
当
面
滞
納
繰
越
分
に
つ
い
て
，

差
押
え
を
軸
に
強
力
に
滞
納
整
理
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
，
平
成
24年

３
月
７
日
時
点
で
，
既
に
平
成
22年

度
過
年
度
分
収
入
未
済
額
（
56,834千

円
）
を
10,000千

円
余
り
下
回
る
成
果
を
挙
げ
，
現
在
更
な
る
縮
減

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　
　
３
　
そ
の
他
県
税
に
つ
い
て

　
滞
納
者
の
被
災
状
況
を
慎
重
に
調
査
し
，
被
災
に
よ
り
換
価
価
値
の
失
わ
れ
た
差
押
財
産
の
解
除
，
滞
納

処
分
の
停
止
，
延
滞
金
の
減
免
等
個
々
の
実
情
に
応
じ
た
滞
納
整
理
を
行
っ
た
（
自
動
車
税
も
同
様
）。

　
�
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

41,820,676円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

129,037,413円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

170,858,089円

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

101,138,971円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

118,292,624円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

219,431,595円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
滞
納
額
が
最
も
多
い
個
人
県
民
税
徴
収
対
策
と
し
て
，
特
別
徴
収
へ
の
移
行
を
促
進
す
る
た
め
，
昨
年
に
引

き
続
き
事
業
所
を
訪
問
し
て
働
き
か
け
を
行
う
と
と
も
に
，
税
務
署
等
が
主
催
す
る
年
末
調
整
説
明
会
（
管
内

２
か
所
で
実
施
）
に
お
い
て
，
約
240枚

の
チ
ラ
シ
を
配
布
し
，
早
期
の
移
行
を
促
し
た
。

　
ま
た
，
市
と
共
同
で
一
斉
催
告
書
に
よ
る
納
付
催
告
を
行
っ
た
。

　
個
人
県
民
税
以
外
の
滞
納
繰
越
分
対
策
と
し
て
，
滞
納
繰
越
者
全
員
の
住
民
税
課
税
状
況
調
査
を
実
施
し
，

滞
納
者
の
担
税
力
を
把
握
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
結
果
を
元
に
管
理
者
が
そ
の
後
の
滞
納
整
理
の
方
向
性
を
具

体
的
に
職
員
に
指
示
し
，
進
捗
状
況
の
把
握
や
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
い
滞
納
者
数
の
削
減
を
図
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
，
個
人
住
民
税
に
次
い
で
滞
納
額
が
多
い
自
動
車
税
の
現
年
度
対
策
と
し
て
，
２
月
に
一
斉
差
押
え

予
告
書
を
発
送
し
，
指
定
納
期
限
内
の
１
ヶ
月
間
で
約
25百

万
円
の
納
付
に
結
び
つ
け
た
。
そ
れ
で
も
な
お
納

付
意
思
が
認
め
ら
れ
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
預
貯
金
調
査
を
実
施
し
，
差
押
え
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
�
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
，
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
，
未
熟
児
養
育
費
負
担
金
及
び
過
誤
払
返

納
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,125,392円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
10,626,310円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
11,751,702円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,259,350円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

6,100,331円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
11,359,681円

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

5,003,835円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
14,556,726円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
19,560,561円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

4,384,670円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
12,331,301円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
16,715,971円

　
　
　
　
〇
未
熟
児
養
育
費
負
担
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

49,797円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

159,016円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

208,813円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

108,236円
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及
び
勤
務
先
の
訪
問
に
よ
る
生
活
状
況
に
応
じ
た
分
割
納
入
等
の
指
導
を
行
っ
た
。
ま
た
，
訪
問
時
間
帯
を

夕
方
に
変
更
す
る
等
に
よ
り
，長
期
に
わ
た
り
面
会
で
き
な
か
っ
た
滞
納
者
も
含
め
て
償
還
指
導
を
行
っ
た
。

　
未
然
発
生
防
止
策
と
し
て
，
貸
付
申
請
が
あ
っ
た
場
合
，
借
受
人
，
連
帯
借
受
人
は
も
と
よ
り
，
原
則
，

連
帯
保
証
人
も
含
め
て
面
接
を
実
施
し
た
。
ま
た
，
償
還
期
間
到
来
前
に
借
受
人
に
来
所
を
促
し
，
面
接
に

よ
り
改
め
て
償
還
に
つ
い
て
説
明
し
意
識
付
け
を
行
う
こ
と
に
よ
り
新
規
滞
納
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も

に
，
滞
納
発
生
初
期
に
お
い
て
重
点
的
な
償
還
指
導
を
実
施
す
る
な
ど
滞
納
の
常
態
化
の
防
止
に
努
め
て
い

る
。

　
　
　
　
　
平
成
22年

度
決
算
時
収
入
未
済
額
 
 
19,560,561円

　

　
　
　
　
　
平
成
24年

２
月
末
現
在
納
入
額
 
 

2,977,136円
　

　
　
　
　
　
平
成
24年

２
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 

 
16,583,425円

　

　
　
　
〇
未
熟
児
養
育
費
負
担
金

　
収
入
未
済
を
縮
減
す
る
た
め
に
，
滞
納
者
宅
へ
の
訪
問
を
，
Ｈ
23年

度
は
延
べ
６
回
実
施
し
た
。

　
訪
問
は
事
前
連
絡
な
し
で
実
施
し
，
滞
納
者
本
人
が
在
宅
し
た
場
合
に
は
本
人
に
説
明
す
る
が
，
不
在
の

場
合
で
も
滞
納
者
の
親
族
（
父
母
等
）
に
事
情
を
説
明
し
納
入
を
促
し
た
。

　
収
入
未
済
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
，
養
育
医
療
申
請
時
に
養
育
医
療
で
行
え
る
給
付
範
囲
，
自
己

負
担
額
の
決
定
方
法
な
ど
の
説
明
と
納
入
通
知
書
の
発
送
時
期
，
指
定
金
融
機
関
で
の
支
払
い
方
法
な
ど
今

後
の
流
れ
に
つ
い
て
も
詳
細
に
説
明
を
行
っ
た
。
ま
た
，
平
成
23年

８
月
に
は
管
内
各
市
町
を
訪
問
し
，
当

該
制
度
の
周
知
徹
底
（
乳
幼
児
医
療
と
の
関
係
も
含
む
。）
を
図
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
平
成
22年

度
決
算
時
収
入
未
済
額
 
 

208,813円
　

　
　
　
　
　
平
成
24年

２
月
末
現
在
納
入
額
 
 

48,341円
　

　
　
　
　
　
平
成
24年

２
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 

 
160,472円

　

　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金
（
生
活
保
護
扶
助
費
返
納
金
）

　
電
話
や
文
書
等
に
よ
り
随
時
督
促
を
行
っ
た
が
，
廃
止
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
，
高
齢
や
収
入
減
と
な
り

現
在
の
生
活
維
持
が
や
っ
と
の
状
態
で
あ
る
た
め
，
回
収
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
平
成
22年

度
決
算
時
収
入
未
済
額
 
 

271,768円
　

　
　
　
　
　
平
成
24年

２
月
末
現
在
納
入
額
 
 

0円
　

　
�
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
及
び
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，

収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

69,070円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

177,306円

　
　
　
　
〇
過
誤
払
返
納
金
（
生
活
保
護
扶
助
費
返
納
金
）

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

271,768円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

271,768円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

0円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
平
成
23年

度
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
向
け
数
値
目
標
を
設
定
し
，
目
標
の
達
成
に
向
け
た
対
応
を
進
め
て

い
る
。

　
生
活
保
護
受
給
中
の
債
務
者
に
つ
い
て
は
，
債
権
管
理
担
当
者
と
地
区
担
当
者
が
，
現
在
受
給
し
て
い
な

い
債
務
者
に
つ
い
て
は
，
債
権
管
理
担
当
者
が
電
話
や
訪
問
等
に
よ
り
随
時
納
入
指
導
や
督
促
を
行
っ
て
い

る
。
な
お
，
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
定
期
的
に
督
促
状
を
発
送
し
，
納
入
を
指
導
し
た
。

　
一
括
で
の
返
還
が
困
難
な
債
務
者
に
対
し
て
は
，
履
行
延
期
の
特
約
申
請
を
指
導
し
，
分
割
納
入
に
よ
り

未
済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
ま
た
，
収
入
未
済
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
，
収
入
申
告
及
び
保
護
費
返
還
の
義
務
の
周
知
徹
底
を

図
っ
て
い
る
。

　
定
期
的
な
訪
問
に
よ
り
，
生
活
状
況
や
収
入
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
，
年
金
事
務
所
照
会
に
よ
る
年

金
受
給
資
格
，
受
給
開
始
時
期
等
の
再
確
認
な
ど
，
収
入
変
動
の
早
期
発
見
や
事
前
把
握
に
努
め
て
い
る
。

　
　
　
　
（
平
成
23年

度
収
入
額
数
値
目
標
 
 

949,700円
）

　
　
　
　
　
平
成
22年

度
決
算
時
収
入
未
済
額
 
 
11,751,702円

　

　
　
　
　
　
平
成
24年

２
月
末
現
在
納
入
額
 
 

776,662円
　

　
　
　
　
　
平
成
24年

２
月
末
現
在
収
入
未
済
額
 

 
10,975,040円

　

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
所
内
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
対
策
会
議
を
開
催
し
，
滞
納
者
の
償
還
状
況
や
経
済
状
況
を
基
に

個
々
の
状
況
に
応
じ
た
償
還
指
導
方
法
を
決
定
し
，
こ
れ
に
よ
り
電
話
・
文
書
に
よ
る
督
促
の
ほ
か
，
自
宅
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合
　
　
計
 

11,530,695円

　
　
　
　
　
縮
　減
　額
 

394,657円

　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

659,050円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

3,882,897円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,541,947円

　
　
　
　
　
縮
　減
　額
 

291,300円

　
�
　
仙
台
三
桜
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
収
入
証
紙
の
貼
用
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
〇
入
学
者
選
抜
手
数
料
に
貼
付
さ
れ
た
収
入
証
紙
に
，
消
印
処
理
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
493件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
　
1,084,600円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
入
学
者
選
抜
手
数
料
の
収
入
証
紙
へ
の
消
印
処
理
を
入
学
願
書
受
理
と
同
時
に
，
収
入
証
紙
消
印
者
が
確
実

に
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
ま
た
，
証
紙
貼
用
実
績
簿
に
記
帳
整
理
す
る
際
に
は
，
収
入
証
紙
へ
の
消
印
状
況
を
，
事
務
室
長
若
し
く
は

事
務
次
長
が
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,806,036円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
10,119,316円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
11,925,352円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,565,993円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

9,000,040円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
10,566,033円

　
　
　
　
〇
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
　
・
Ｈ
22年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,079,200円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

3,754,047円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,833,247円

　
　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,086,250円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

3,614,097円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 

4,700,347円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
当
所
に
お
い
て
は
，「
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
徴
収
金
等
納
入
事
務
実
施
要
領
」
を
定
め
，
所
内
に
所
長
を

座
長
と
す
る
「
未
収
債
権
回
収
対
策
検
討
会
議
」
及
び
回
収
の
実
務
に
当
た
る
「
未
収
債
権
回
収
チ
ー
ム
」
を

設
置
す
る
と
と
も
に
，
年
度
毎
の
縮
減
目
標
額
を
盛
り
込
ん
だ
取
組
方
針
を
作
成
し
，
収
納
促
進
と
債
権
管
理

に
努
め
て
い
る
。

　
平
成
23年

度
の
具
体
的
な
取
組
と
し
て
は
，
検
討
会
議
に
お
い
て
回
収
の
進
捗
状
況
の
確
認
と
困
難
ケ
ー
ス

を
中
心
と
し
た
対
処
方
法
等
に
関
す
る
検
討
を
行
う
と
と
も
に
，
回
収
チ
ー
ム
を
中
心
に
家
庭
訪
問
や
電
話
・

文
書
で
の
督
促
等
を
鋭
意
実
施
し
た
。
特
に
，
新
た
な
取
組
と
し
て
，
２
月
を
「
未
収
債
権
回
収
強
化
月
間
」

に
定
め
夜
間
や
休
日
を
含
め
て
延
べ
45件

に
及
ぶ
集
中
的
な
訪
問
指
導
を
実
施
し
た
。

　
平
成
24年

２
月
末
現
在
の
収
入
未
済
額
及
び
平
成
22年

度
か
ら
の
縮
減
額
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
〇
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
　
現
年
度
分
 

1,740,879円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
 

9,789,816円

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
60号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
24年

４
月
27日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
中
村
　
孝
也
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
�
　
警
備
業
務
の
区
分

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
１
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
�
　
実
施
期
日
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ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
�
　
第
１
回

　
平
成
24年

６
月
13日

（
水
）
か
ら
同
月
22日

（
金
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
日
間
（
６
月
13日

か

ら
15日

ま
で
の
３
日
間
は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
、
18日

か
ら
20日

ま
で
の
３
日
間
は

午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
、
21日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
２
時
50分

ま
で
、
22日

は

午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
０
時
20分

ま
で
と
し
、
午
後
１
時
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

　
　
　
�
　
第
２
回

　
平
成
24年

７
月
４
日
（
水
）
か
ら
同
月
13日

（
金
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
日
間
（
７
月
４
日
か

ら
６
日
ま
で
の
３
日
間
は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
、
９
日
か
ら
11日

ま
で
の
３
日
間
は
午

前
９
時
30分

か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
、
12日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
２
時
50分

ま
で
、
13日

は
午

前
９
時
30分

か
ら
午
後
０
時
20分

ま
で
と
し
、
午
後
１
時
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
�
　
第
１
回

　
平
成
24年

６
月
18日

（
月
）
か
ら
同
月
21日

（
木
）
ま
で
の
４
日
間
（
18日

か
ら
20日

ま
で
の
３
日
間

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
、
21日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
２
時
50分

ま
で
と
し
、

午
後
３
時
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

　
　
　
�
　
第
２
回

　
平
成
24年

７
月
９
日
（
月
）
か
ら
同
月
12日

（
木
）
ま
で
の
４
日
間
（
９
日
か
ら
11日

ま
で
の
３
日
間
は

午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
、
12日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
２
時
50分

ま
で
と
し
、
午

後
３
時
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
付
人
員

　
　
第
１
回
、
第
２
回
と
も
新
規
取
得
講
習
及
び
追
加
取
得
講
習
あ
わ
せ
て
40人

４
　
受
講
対
象
者

　
�
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と

い
う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と

い
う
。）
に
係
る
法
第
23条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者

ウ
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」

と
い
う
。）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

エ
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年

国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号

警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

オ
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧

２
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

　
�
　
追
加
取
得
講
習

　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
１
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
22条

第
２
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械

警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
７
条
に
規
定

す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
で
あ
っ
て
、
前
記
�
－
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

５
　
受
講
手
続
き

　
�
　
申
請
受
付
期
間

　
　
ア
　
第
１
回
講
習

　
平
成
24年

５
月
14日

（
月
）
か
ら
同
月
25日

（
金
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
10日

間
（
毎
日
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で
）。

　
　
イ
　
第
２
回
講
習

　
平
成
24年

６
月
７
日
（
木
）
か
ら
同
月
20日

（
水
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
10日

間
（
毎
日
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で
）。

　
　
　
※
　
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

　
�
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
　
宮
城
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
�
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通
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イ
　
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
　
１
通
（
追
加
取
得
講
習
受
講
者
の
み
）

　
　
ウ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
ア
に
該
当
す
る
者

　
最
近
５
年
間
に
、
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴

書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
ウ
に
該
当
す
る
者

　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１

号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
－
オ
に
該
当
す
る
者

　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
エ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状

　
�
　
受
講
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例（
平
成
12年

宮
城
県
条
例
第
21号

）第
２
条
第
１
項
の
表
63の

項
に
基
づ
き
、新

規
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
47,000円

、
追
加
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
23,000円

の
額
に
相
当
す
る

宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
既
納
の
受
講
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

６
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

７
　
そ
の
他

　
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

　
　
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3184、

3185）


